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i寅

同
憲
法
院
の
役
割
の
拡
大

第
二
章
憲
法
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
た
欧
州
連
合

A
共
同
体
法
に
直
面
し
た
憲
法

B

共
同
体
法
に
よ
っ
て
変
化
を
遂
げ
た
憲
法

川

マ

1
ス
ト
リ
ヒ
ト
改
正

同
憲
法
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
へ
の
適
応

川

反

ヨ

l
ロ
ソ
パ
的
改
正

間
シ
エ
ン
ゲ
ン
改
正

講

一
九
九
二
年
二
月
七
日
の
い
わ
ゆ
る
マ

i
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
名
称
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
法
的
な

(
I
)
 

よ
う
や
く
一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
に
発
効
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
シ
ュ

l
マ
ン
声
明
に
よ
っ
て
、
一
九
五

O
年
五
月

(
2
)
 

九
日
に
口
火
が
切
ら
れ
た
野
心
的
な
発
展
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
シ
ュ

l
マ
ン
声
明
は
、
ジ
ャ
ン
・
モ
ネ
の
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

欧
州
連
合
は
、

波
湖
の
後
、

一
九
五
一
年
四
月
一
八
日
の
パ
リ
条
約
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
石
炭
お
よ
び
鉄
鋼
の
共
同
市
場
の
創
設
を
目
的
と
し
て
い
た
。

一
九
五
四
年

の
時
点
で
す
べ
て
を
御
破
算
に
し
か
ね
な
か
っ
た
ほ
ど
の
防
衛
の
分
野
に
お
け
る
大
き
な
挫
折
の
後
に
、

一
九
五
七
年
三
月
二
五
日
の
ロ

l

マ
条
約
に
よ
る
欧
州
原
子
力
共
同
体
(
ユ

l
ラ
ト
ム
)

お
よ
び
欧
州
経
済
共
同
体
(
い
わ
ゆ
る
共
同
市
場
)

の
設
立
は
、
危
機
と
不
和
に
も

め
げ
ず
に
、
抑
え
が
た
い
新
た
な
勢
い
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
一
九
八
一
年
に
一

O
、

(3) 

つ
い
に
一
九
九
五
年
に
は
一
五
に
変
化
し
た
国
家
集
団
の
地
理
的
拡
大
に
並
行
し
て
、
設
立
文
書
も
、
同
様
に
、
執
行
部

(
4
)
 

の
併
合
に
関
す
る
一
九
六
五
年
四
月
八
日
の
条
約
、
一
九
七

O
年
四
月
一
一
一
一
日
の
固
有
の
財
源
に
関
す
る
決
定
お
よ
び
欧
州
議
会
の
権
限
に

一
九
七
三
年
に
六
か
ら
九
、

八
六
年
に
一
二
、

北法46(5・276)1408
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関
す
る
条
約
、
欧
州
議
会
の
直
接
普
通
選
挙
に
関
す
る
一
九
七
六
年
九
月
二

O
日
の
決
定
、
真
の
域
内
市
場
を
実
現
す
る
た
め
に
欧
州
共
同

体
の
権
限
を
拡
大
す
る
一
九
八
六
年
二
月
一
八
日
の
単
一
欧
州
議
定
書
、

そ
し
て
最
後
に
欧
州
連
合
に
関
す
る
一
九
九
二
年
の
マ

l
ス
ト
リ

ヒ
ト
条
約
と
い
っ
た
よ
う
に
、

い
く
つ
か
の
重
要
な
段
階
を
お
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。
欧
州
連
合
は
、
欧
州
諸
共
同
体
を
そ
の
ま
ま
継
承

す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
九
九
二
年
条
約
の

A
条
は
、
「
連
合
は
欧
州
諸
共
同
体
を
基
礎
に
創
設
さ
れ
、
こ
の
条
約
の
定
め
る
政
策
及
び
協

力
方
式
に
よ
り
補
足
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
欧
州
連
合
の
観
念
は
既
に
単
一
欧
州
議
定
書
に
現
れ
て
お
り
、
そ
の
前
文
は
「
構
成
国
間
の

関
係
の
欧
州
連
合
へ
の
」
変
化
に
言
及
し
、
ま
た
、
第
一
条
は
「
欧
州
諸
共
同
体
と
欧
州
政
治
協
力
は
、
欧
州
連
合
を
具
体
的
に
進
展
さ
せ

る
こ
と
に
と
も
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
設
は
、

そ
の
独
創
的
な
法
的
構
成
が
国
家
の
、

す
な
わ
ち
主
権
の
基
盤
そ
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
当
初
か
ら
、
広
範
な
憲
法
上
の
議
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

ン
ス
の
憲
法
裁
判
の
発
展
に
よ
っ
て
、

そ
う
し
た
問
題
が
現
実
に
、

か
つ
真
剣
に
取
り
組
ま
れ
た
の
は
、
実
際
に
は
第
五
共
和
制
の
下
で
し

ま
た
は
よ
り
正
確
に
は
欧
州
連
合
に
先

か
な
い
う
え
、
し
か
も
か
な
り
遅
く
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

(5) 

行
し
た
も
の
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
一
九
七

O
年
ま
で
は
、
欧
州
連
合
、

(
第
一
章
)

0

し
か
し
そ
の
よ
う
な
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
現
在
で
は
欧

欧州連合とフランス憲法

州
連
合
は
憲
法
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
る

(
第
二
章
)

0

第
一
章

憲
法
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
た
欧
州
連
合

第
四
共
和
制
の
下
で
始
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
設
は
、

一
九
四
六
年
に
作
ら
れ
た
憲
法
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
以
前
に
作
ら
れ

フ
ラ

北法46(5・277)1409



J寅

た
憲
法
の
持
外
に
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
え
ず
、

そ
し
て
他
方
で
、
憲
法
は
、
法
律
の
合
意
性
の
審
査
お
よ
び
国
際
約
束
の
憲
法
へ
の
適
合
性

議

の
審
査
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
た
。
し
か
し
、
欧
州
共
同
体
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
欧
州
共
同
体
の
機
構
は
、
対
象
と

(
6
)
 

な
る
囲
内
法
が
憲
法
規
範
で
あ
っ
て
も
憲
法
よ
り
下
位
の
規
範
で
あ
っ
て
も
、
共
同
体
法
と
囲
内
法
と
の
関
係
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
に
至

る
も
の
で
あ
っ
た

(
A
)
。
一
九
五
八
年
憲
法
は
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
の
あ
ら
ゆ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
説
明
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
新
た
な
法
文
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
に
明
示
的
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
五
八
年
憲
法
は
、
黙
示
的
に
ヨ

l

ロ
ッ
パ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る

(

B

)

0

 

A 

一
九
五
八
年
以
前
の
法
治
国
家
と
欧
州
共
同
体
の
要
請

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
の
第
一
段
階
は
一
九
四
六
年
一

O
月
二
七
日
の
憲
法
の
下
で
展
開
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
な
他
の
諸
国

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
の
発
展
に
歩
調
を
合
わ
せ
そ
の
発
展
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
憲
法
改
正
の
方
法
を
と
る
こ
と
を
臨
時
路
わ
な
か
っ
た

の
に
対
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
設
は
、

た
と
え
そ
れ
が
憲
法
上
の
論
争
ま
た
は
議
論
を
生
じ
さ
せ
え
た
と
し
て

も
、
い
か
な
る
憲
法
改
正
も
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

)
 

噌

'
A(
 

一
九
四
六
年
憲
法
と
国
際
的
諸
問
題

た
と
え
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
解
決
法
の
適
合
性
が
無
限
定
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
に
は
程
遠
い
と
し
て
も
、
解
決
法
が
見
出
さ
れ
え
た

の
は
、
国
際
法
と
囲
内
法
と
の
関
係
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
規
定
を
通
じ
て
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

は
じ
め
に
基
本
的
な
点
を
指
摘
し

北法46(5・278)1410



て
お
き
た
い
。
本
当
の
法
律
の
合
憲
性
審
査
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

そ
の
解
決
法
は
容
易
に
は
検
討
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
は
、

一
七
八
九
年
に
と
り
わ
け
人
権
宣
言
第
二
ハ
条
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、

か
つ
一
七
九

O
年
八
月
一
六
日
l
二
四
日

の
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
力
分
立
の
原
理
を
理
由
に
、

一
九
五
八
年
ま
で
、
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
に
反
対
し
続
け
て
き
た
。
と
も

か
く
、
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
の
稀
有
な
試
み
が
、

そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
方
向
か
ら
外
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

一
九
四
六
年
憲
法
は
、
実
際
に
は
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
と
い
う
よ
り
も
憲
法
の
合
法
性
の
審
査
で
あ
る
よ
う
な
、
独
創
的
な
仕
組
を
設
け

た
。
第
九
一
条
か
ら
第
九
四
条
は
、
専
ら
政
治
的
な
方
法
で
構
成
さ
れ
る
憲
法
委
員
会
を
創
設
し
た
。
そ
の
憲
法
委
員
会
の
任
務
は
、
「
国

民
議
会
の
議
決
し
た
法
律
が
憲
法
の
改
正
を
前
提
と
し
て
い
る
か
否
か
」
を
審
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
共
和
国
大
統
領
と
参
議
院
(
権
限

は
な
い
が
元
老
院
に
相
当
す
る
も
の
)
議
長
が
共
同
で
請
求
を
提
起
し
た
場
合
、
両
議
院
の
合
意
を
求
め
る
と
い
う
考
え
方
が
採
ら
れ
て
お

り
、
そ
し
て
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
法
律
は
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
憲
法
改
正
を
待
つ
開
法
律
の
審
署
が
停
止
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
精
神
は
、

た
と
え
こ
の
こ
と
が
規
範
の
段
階
構
造
の
た
め
に
直
ち
に
は
行
わ
れ
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
法
律

よ
り
も
憲
法
を
譲
歩
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
組
は
、

一
九
四
八
年
に
、

一
度
利
用
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

欧州連合とフランス憲法

こ
の
憲
法
委
員
会
の
審
査
は
無
き
に
等
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
も
、

一
九
四
六
年
憲
法
は
、
発
展
の
可
能
性
を
秘
め
た
興
味
深
い
規
定
を
有
し
て
い
た
。

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
は
、

そ
の
第

四
項
に
お
い
て
、
「
自
ら
の
伝
統
に
忠
実
な
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
国
際
公
法
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
」
と
規
定
し
、

か
つ
第
一
五
項
に
お

い
て
は
、
「
相
互
主
義
の
留
保
の
も
と
に
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
平
和
の
組
織
と
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
主
権
の
制
限
に
同
意
す
る
」
と
規
定
し

て
い
る
。
憲
法
の
本
文
自
体
に
お
い
て
、
条
約
に
関
す
る
古
典
的
な
規
定
に
加
え
て
、
第
二
六
条
が
、
「
正
規
の
手
続
で
批
准
さ
れ
、

か
つ
、

公
布
さ
れ
た
条
約
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
律
に
反
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
、

そ
の
適
用
を
確
保
す
る

北法46(5・279)1411 



『貝

た
め
に
は
、

そ
の
批
准
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
よ
う
な
措
置
以
外
の
他
の
立
法
措
置
を
必
要
と
し
な
い
」
こ
と
を
明
確
に
し
て
い

講

る
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
一
九
四
六
年
憲
法
が
内
包
し
て
い
た
一
元
論
の
論
理
を
完
全
に
は
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

(
7
)
 

一
九
八
九
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
規
定

が
そ
の
完
全
な
効
力
を
獲
得
す
る
に
は
、

第
四
共
和
制
の
下
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
の
大
き
な
議
論
が
あ
っ
た
と
き
に
、

そ
し
て
と
り
わ
け
、

そ
の
中
で
も
最
も
劇
的
で
あ
っ
た

欧
州
防
衛
共
同
体
に
関
す
る
議
論
の
と
き
に
、
共
同
体
条
約
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
法
律
の
合
憲
性
の
実
質
的
な
審

査
は
憲
法
前
文
に
関
し
て
は
許
容
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
審
査
の
欠
如
は
、
批
准
さ
れ
た
条
約
(
欧
州

石
炭
鉄
鋼
共
同
体
|
|
一
九
五
一
年
四
月
一
八
日
の
パ
リ
条
約
|
|
、
欧
州
経
済
共
同
体
お
よ
び
欧
州
原
子
力
共
同
体
|
|
一
九
五
七
年

三
月
二
五
日
の
ロ
l
マ
条
約
|
|
)
に
関
す
る
議
論
、

お
よ
び
批
准
さ
れ
な
か
っ
た
条
約
(
欧
州
防
衛
共
同
体
|
|
一
九
五
二
年
五
月
二

七
日
の
条
約
l
|
)

に
関
す
る
議
論
か
ら
何
ら
か
の
光
明
を
見
出
す
こ
と
を
妨
げ
た
の
で
あ
る
。

(2) 

欧
州
共
同
体
の
要
請

共
同
体
法
の
効
力
は
絶
対
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
同
体
法
の
優
位
と
い
う
観
念
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
。
共
同
体
法
の
優
位
は
、

一
九
六

四
年
に
欧
州
共
同
体
裁
判
所
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
た

(
欧
州
経
済
共
同
体
)
条
約
は
、

(
欧
州
共
同
体
裁
判
所
一
九
六
四
年
七
月
一
五
日
コ
ス
タ
対
開
Z
虫
、
事
件
判
決
)
。

「
通
常
の
国
際
条
約
と
異
な
り
、

そ
の
発
効
と
同
時
に
構
成
田
の
法
体
系
に
統
合
さ
れ
、
構
成
国

E
E
C
 

の
国
内
裁
判
所
が
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
国
有
の
法
秩
序
を
創
設
し
た
」
。
欧
州
共
同
体
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
E
E
C
条
約
か
ら
生

じ
た
法
に
は
、
:
:
:
そ
の
特
別
か
つ
独
自
の
性
質
に
よ
り
、

そ
の
共
同
体
法
と
し
て
の
性
格
を
失
う
こ
と
な
し
に
は
、

そ
し
て
欧
州
共
同
体

の
法
的
基
礎
自
体
に
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
な
し
に
は
、
囲
内
法
の
規
定
|
l
i
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と

i
|
を
裁
判
上
対
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抗
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
固
に
つ
い
て
は
、
「
:
:
:
後
の
一
方
的
行
為
が
優
位
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
構
成
国

の
主
権
的
権
利
の
終
局
的
な
制
限
」
が
存
在
す
る
。

共
同
体
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

す
べ
て
の
囲
内
法
で
あ
る
。
そ
の
規
範
が
共
同
体
法
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
れ
共
同
体
法

コ
ス
タ
判
決
は
、
こ
の
こ
と
を
と
く
に
強
調

よ
り
後
の
も
の
で
あ
れ
、
憲
法
よ
り
下
位
の
法
に
つ
い
て
は
そ
の
こ
と
は
十
分
理
解
で
き
る
。

し
た
。
共
同
体
法
の
優
位
は
基
本
条
約
の
優
位
だ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、

一
九
四
六
年
憲
法
の
第
二
六

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

条
を
考
え
る
と
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
困
難
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
長
い

問
、
こ
の
自
明
の
こ
と
が
完
全
に
は
同
意
を
得
て
い
な
か
っ
た
。
共
同
体
法
の
優
位
は
、
派
生
法
に
も
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
規
則
も

指
令
も
、
囲
内
法
に
優
位
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
欧
州
共
同
体
裁
判
所
一
九
七
八
年
三
月
九
日

ω
E
g巾
ロ
与
三
事
件
判
決
)
。

重
大
な
困
難
は
、
欧
州
共
同
体
の
規
範
と
囲
内
憲
法
規
範
と
の
問
に
生
じ
う
る
。
こ
の
間
題
は
、
法
律
の
合
憲
性
審
査
の
仕
組
が
最
も
発

達
し
て
い
た
、

イ
タ
リ
ア
と
ド
イ
ツ
と
い
う
欧
州
共
同
体
の
二
つ
の
構
成
田
と
の
聞
の
紛
争
の
対
象
と
な
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く

終
結
し
た
長
期
に
わ
た
る
紛
争
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
に
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、

イ
タ
リ
ア
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

た
基
本
権
に
対
す
る
共
同
体
法
の
優
位
の
可
能
性
に
関
し
て
留
保
条
件
を
付
し
た

憲
法
裁
判
所
一
九
六
五
年
一
二
月
二
七
日
判
決
)
。
ィ

欧州連合とフランス憲法

タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
は
、

(
宜
忠
法
裁
判
所
一
九
七
三
年
二
一
月
二
七
日
甲
c
ロ
EH事
件
判
決
)
。
し

八
年
後
に
こ
の
留
保
条
件
を
解
除
し
た

一
九
八
四
年
ま
で
、
共
同
体
法
の
優
位
を
完
全
に
は
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
同
じ
問
題
は
、

ド
イ
ツ
で
も
生
じ
た
。
欧

か
し
イ
タ
リ
ア
は
、

州
共
同
体
裁
判
所
が
、

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
基
本
権
が
共
同
体
法
に
対
し
て
優
位
し
え
な
い
こ
と
を
明
確
に

す
る
判
決
(
欧
州
共
同
体
裁
判
所
一
九
七

O
年
一
二
月
一
七
日
国
際
商
事
会
社
事
件
判
決
)

を
下
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
反
対
の
立
場
を
と
っ
た
(
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
四
年
五
月
二
九
日
国
際
商
事
会
社
事
件
決
定
、
い
わ
ゆ
る
ゾ

l
ラ
ン
ゲ

I
決
定
)
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
立
場
を
一
九
八
六
年
ま
で
維
持
し
て
い
た
が
、
慎
重
さ
を
残
し
な
が
ら
も
欧
州
共
同
体
裁
判
所
に
同
調
し
た
(
連
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i寅

邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
六
年
一

O
月
一
一
一
一
日
当
宮
山
内
宮
商
事
会
社
事
件
決
定
、

い
わ
ゆ
る
ゾ

l
ラ
ン
ゲ

E
決
定
)
。

一
九
七
四
年
以
降
い
つ

北法46(5・282)1414

そ
う
明
確
な
方
法
で
、
欧
州
人
権
条
約
を
共
同
体
法
の
厳
格
な
意
味
で
の
法
源
と
す
る
の
で
は
な
く
、
欧
州
人
権
条
約
を
参
照
す
る
こ
と
に

講

よ
っ
て

(
欧
州
共
同
体
裁
判
所
一
九
七
四
年
五
月
一
四
日
ノ
ル
ト
対
委
員
会
事
件
判
決
)
、
欧
州
共
同
体
裁
判
所
は
難
局
か
ら
脱
す
る
こ
と

と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
欧
州
共
同
体
裁
判
所
が
、
最
後
の
構
成
国
1
1
1
フ
ラ
ン
ス

l
ー
が
欧
州
人
権
条
約
を
批
准
し

(
8
)
 

た
数
日
後
に
こ
の
方
法
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

が
で
き
た
、

B 

一
九
五
八
年
憲
法
お
よ
ぴ
欧
州
共
同
体
問
題

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
に
関
す
る
一
九
四
六
年
憲
法
の
沈
黙
は
、
容
易
に
理
解
で
き
る
。

ヨ
l
ロ
y

パ
問
題
は
、

一
九
四
六
年
憲
法
起
草
時
の

関
心
事
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
前
文
が
「
平
和
の
組
織
と
擁
護
」
に
言
及
す
る
と
き
、
そ
れ
は
国
連
を
対
象
と
し
て
い
る
。

る
い
は
一
九
五
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
と
欧
州
共
同
体
の
独
創
性
と
を
合
致
さ
せ
る
た
め
に
憲
法
改
正
を
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

(
9
)
 

ロ
l
マ
条
約
は
一
九
五
八
年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。

一
九
五
一
年
あ

非
難
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
の
夏
の
間
に
起
草
さ
れ
る
新
憲
法
は
、

そ

の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
新
た
な
政
治
指
導
者
の
主
要
な
関
心
事
で
は
な
く
、

ま
た
、
彼
ら

は
過
去
に
は
欧
州
共
同
体
条
約
に
反
対
す
る
態
度
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
憲
法
は
、

い
く
つ
か
の
興
味
深
い
規
定
を

A
白
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
規
定
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
、
欧
州
共
同
体
と
調
和
す
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
十
分
で

は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

(1) 

新
た
な
憲
法
規
定



い
く
つ
か
の
規
定
は
、
姿
を
消
し
た
共
和
国
の
遺
産
で
あ
る
。

一
九
四
六
年
憲
法
の
前
文
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
憲
法
の
前
文
は
、

形
式
に
関
し
て
は
短
い
が
、
同
時
に
長
い
。
な
ぜ
な
ら
、

一
九
五
八
年
憲
法
前
文
は
、
二
つ
の
小
さ
な
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
な
る
が
、

九
年
の
人
権
宣
言
お
よ
び
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
少
な
く
と
も
現
行
法
と
し
て
維
持
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
υ

一
九
五
八
年
憲
法
は
、

一
九
四
六
年
憲
法
第
二
六
条
と
の
一
定
の
連
続
性
を
確
保
し
て
い
る
。

そ
の
第
五
五
条
の
規
定
を
通
じ
て
、

「
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ
る
各
条
約
も
し
く
は
各
協
定
の
施
行
を
留
保
条
件
と

し
て
、
公
示
後
直
ち
に
、
法
律
の
権
威
に
優
越
す
る
権
威
を
も
っ
」
。
こ
の
定
式
化
は
、

た
と
え
そ
の
本
質
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

多
少
異
な
っ
て
い
る
。
相
互
主
義
の
規
範
の
付
加
は
一
九
四
六
年
憲
法
第
二
六
条
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
前
文
第
一
五
項
(
「
相

は
、
既
に
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
た
。

互
主
義
の
留
保
の
も
と
に
:
:
:
」
)

一
九
五
八
年
憲
法
第
五
五
条
が
共
同
体
法
の
優
位
を
健
保
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
共
同
体
法
の
独
創
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際

法
と
同
じ
よ
う
に
共
同
体
法
を
理
解
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
憲
法
院
は
、
派
生
法
に
、

そ
の
規
範
は
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ

た
条
約
も
し
く
は
協
定
で
は
な
い
が
、
法
律
の
権
威
に
優
越
す
る
権
威
を
認
め
た

(
憲
法
院
一
九
七
七
年
一
二
月
三

O
日
第
七
七
|
八
九
号

判
決
)
。

欧州連合とフランス憲法

他
の
諸
規
定
は
、
完
全
に
草
新
的
な
も
の
で
あ
る
。

レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
に
関
す
る
第
一
一
条
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
非
常

に
ド
・
ゴ

l
ル
流
の
、

そ
の
半
直
接
民
主
制
の
技
術
は
、

一
般
的
な
利
用
を
許
し
て
お
ら
ず
、
限
定
列
挙
さ
れ
た
三
つ
の
領
域
に
の
み
適
用

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
領
域
の
中
の
一
つ
が
、
こ
こ
で
の
問
題
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
は
、
「
憲
法
に
は
反
し
な
い
が

諸
制
度
の
運
営
に
影
響
を
及
ぽ
す
で
あ
ろ
う
条
約
の
批
准
を
承
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
す
べ
て
の
法
律
案
を
対
象
と
し
う
る
。
そ
の

レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
の
目
的
が
言
及
さ
れ
た
と
き
、
欧
州
防
衛
共
同
体
に
つ
い
て
の
論
争
の
記
憶
が
、

い
ち
だ
ん
と
強
く
脳
裏
に
あ
っ
た
。
そ

の
問
題
に
関
し
て
す
べ
て
の
|
|
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
の
|
|
党
派
が
分
裂
し
て
お
り
、

人
民
の
直
接
の
介
入
が
解
決
法
で
あ
り
え
た
。
そ

七
}¥ 
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I貝

れ
ゆ
え
、
非
常
に
明
確
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
条
約
の
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

一
条
は
数
多
く
|
|
七
回

そ
し
て
、
第
一

ー
i
l
適
用
さ
れ
た
が
、
二
回
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
係
し
て
い
る
。
一
九
七
二
年
四
月
一
一
一
一
一
日
の
レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
デ
ン
マ

l

講

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
欧
州
共
同
体
へ
の
加
入
条
約
の
批
准
を
承
認
し
、

ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、

一
九
九
二
年
九
月
二

O
日
の
そ
れ
は
1
1
1

僅
差

で

l

|
欧
州
連
合
条
約
(
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
)

の
批
准
を
承
認
し
た
。

憲
法
第
五
四
条
は
、
前
述
の
第
五
五
条
と
は
多
少
異
な
る
。
そ
の
目
的
は
、
圏
内
規
範
に
対
す
る
国
際
条
約
の
優
位
の
保
障
で
は
な
く
、

条
約
と
憲
法
と
の
衝
突
を
回
避
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
両
議
院
の
い
ず
れ
か
一
方
の
議
長
、

ま
た
は
六

O
人
の
国

民
議
会
議
員
も
し
く
は
六

O
人
の
元
老
院
議
員
に
よ
る
提
訴
を
受
け
た
憲
法
院
が
、
国
際
約
束
に
憲
法
に
違
反
す
る
条
項
が
含
ま
れ
る
こ
と

を
宣
言
し
た
場
合
に
は
、
憲
法
改
正
の
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
国
際
約
束
の
批
准
ま
た
は
承
認
を
な
し
え
な
い
」
。
二
つ
の
規
範
の
共
存
は

あ
り
え
な
い
。
憲
法
が
勝
利
し
て
、
そ
れ
で
条
約
を
批
准
で
き
な
い
場
合
か
、
条
約
が
勝
利
し
て
、
し
か
し
そ
こ
で
憲
法
改
正
が
条
件
と
な

る
場
合
か
で
あ
る
。

そ
の
第
五
四
条
は
、

提
訴
権
が
国
会
議
員
に
拡
大
さ
れ
た
)

一
九
九
二
年
に
、

マ
i
ス
ト
リ
ヒ
ト
改
正

の
と
き
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
同
条
は
五
回
利
用
さ
れ
て
き
て
お
り
、

そ
の
う
ち
四
回
は
欧
州
共
同
体
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
欧
州
議
会

の
予
算
権
限
お
よ
び
欧
州
共
同
体
の
固
有
の
財
源
に
関
す
る
一
九
七

O
年
六
月
一
九
日
第
七

O
l
三
九
号
判
決
、
欧
州
議
会
の
直
接
普
通
選

挙
に
関
す
る
一
九
七
六
年
二
一
月
二
九
日
H

三

O
日
第
七
六
1

七
一
号
判
決
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
関
す
る
一
九
九
二
年
四
月
九
日
第

九
二
|
三

O
八
号
判
決
、
憲
法
改
正
の
後
に
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
関
す
る
一
九
九
二
年
九
月
二
日
第
九
二
ー
=
二
二
号
判
決
を
も

た
ら
し
た
。
五
回
目
の
適
用
は
、
死
刑
廃
止
に
関
す
る
、
欧
州
人
権
条
約
第
六
追
加
議
定
書
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た

(
一
九
八
五
年
五
月

一
一
一
一
日
第
八
丘
一
八
八
号
判
決
)
。

欧
州
共
同
体
と
調
和
す
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
重
要
な
原
理
を
引
き
出
し
、
明
確
に
し
た
の
は
、
第
五
四
条
で
あ
る
。
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し
か
し
、

一
九
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
新
た
な
制
度
が
そ
の
創
設
者
の
掌
中
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
は
、
憲
法
か
ら

無
視
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

(2) 

憲
法
院
の
役
割
の
拡
大

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
の
、
本
当
の
意
味
で
の
法
律
の
合
憲
性
審
査
制
度
の
設
置
は
、
明
確
な
目
的
に
従
っ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
議
会
の
役
割
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

い
か
な
る
場
合
で
も
、
憲
法
院
が
執
行
府
を
妨
げ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
憲
法
院
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
数
の
制
限
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
提
訴
権
者
は
、
当
初
、

四
人
で
し
か
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
共
和
国
大
統
領
、
首
相
、
両
議
院
の
議
長
で
あ
る
。
提
訴
権
を
六

O
人
の
議
員
に
拡
大
す
る
一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
は
、
憲

法
院
の
役
割
を
大
き
く
変
え
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
今
後
は
、
反
対
派
が
憲
法
院
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

も
は
や
い
か
な
る
重
要
法
律
も
、
憲
法
院
の
審
査
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

憲
法
院
は
、
第
五
四
条
に
基
づ
い
て
、
条
約
に
関
し
て
判
決
を
下
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

お
そ
ら
く
、
極
め
て
紛
争
的
な
場

欧州連合とフランス憲法

合
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
合
憲
判
決
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
反
対
派
か
ら
の
非
難
を
未
然
に
防
ご
う
と
試
み

る
た
め
で
あ
れ
l
|
反
対
派
は
多
数
派
自
体
の
中
に
存
在
し
う
る
の
で
:
:
:
|
|
(
こ
れ
は
、
首
相
が
議
会
の
反
乱
に
対
処
す
る
た
め
に

憲
法
院
に
提
訴
し
た
一
九
七

O
年
の
事
例
、

は
じ
め
て
共
和
国
大
統
領
が
憲
法
院
に
提
訴
し
た
一
九
七
六
年
の
事
例
、

お
よ
び
同
じ
く
大
統

領
の
提
訴
に
関
す
る
一
九
八
五
年
の
事
例
で
あ
る
)
、

一
九
九
二
年
の
よ
う
に
憲
法
院
に
よ
っ
て
採
り
上
げ
ら
れ
た
憲
法
上
の
論
点
に
の
み

議
論
を
限
定
し
よ
う
と
試
み
る
た
め
で
あ
れ
、
議
員
に
よ
る
一
九
九
二
年
の
二
回
目
の
提
訴
の
と
き
の
よ
う
な
「
最
後
の
抵
抗
」

(σ
白
「

C
E

の
た
め
で
あ
れ
、
こ
の
枠
組
に
お
け
る
憲
法
院
へ
の
提
訴
の
背
後
に
は
、
常
に
政
治
的
理
由
が
存
在
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建

【
同
・

F
O
口
口
市
巴
「
)
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設
の
す
べ
て
の
段
階
が
、
憲
法
院
の
審
査
に
服
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、

の
時
代
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
提
訴
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス

一
九
八
六
年
の
単
一
欧
州
議
定
書
の
場
合
が
そ
う

で
あ
る
。

(
保
革
共
存
)

コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン

講

を
生
み
出
し
た
。
単
一
欧
州
議
定
書
が
そ
の
よ
う
な
審
査
に
お
い
て
合
憲
と
な
っ
た
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
審
査
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

は
遺
憾
で
あ
る
。

し
か
し
、
憲
法
院
は
、
第
六
一
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
条
約
を
審
査
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
法
院
に
よ
る
通
常
の
法
律
の

審
査
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
規
定
は
、
六

O
人
の
議
員
が
第
五
四
条
に
基
づ
い
て
条
約
に
つ
い
て
提
訴
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
一
九
九
二

年
の
改
正
以
前
は
、
非
常
に
大
き
な
利
益
を
有
し
て
い
た
。

一
九
九
二
年
ま
で
は
、
議
員
は
、
議
会
に
よ
る
条
約
の
審
査
以
前
に
条
約
に
閑

し
て
憲
法
院
に
提
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
批
准
を
承
認
す
る
法
律
を
介
し
て
第
六
一
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
提
訴
を
行
う
こ
と

が
で
き
た
。

一
九
七
六
年
二
一
月
二
九
|
三

O
日
の
判
決
は
、

し
か
し
そ
の
方
法
は
、

そ
の
よ
う
な
方
法
の
可
能
性
を
残
し
て
い
た
が
、

し
憲
法
院
の
審
査
が
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
法
律
に
対
し
て
の
み
行
わ
れ
、
条
約
に
対
し
て
は
行
わ
れ
な
い
な
ら
ば
、
何
ら
の
利
益
も
な
く

な
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
独
司
法
共
助
条
約
に
関
す
る
憲
法
院
一
九
八

O
年
七
月
一
七
日
第
八

oー
一
六
六
号
判
決
に
お
い

て
、
憲
法
院
は
、
批
准
を
承
認
す
る
法
律
の
審
査
と
い
う
形
を
と
る
限
り
に
お
い
て
、
条
約
に
関
す
る
そ
の
審
査
権
を
行
使
し
た
。
こ
の
技

術
は
、

一
九
九

O
年
の
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
に
関
し
て
、
欧
州
共
同
体
の
領
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た

(
憲
法
院
一
九
九
一
年
七
月
二
五
日
第

九
一
|
二
九
四
号
判
決
)
。

結
局
、
共
同
体
法
は
、
共
同
体
法
ま
た
は
欧
州
連
合
の
構
成
国
間
で
締
結
さ
れ
た
国
際
約
束
を
実
施
す
る
法
律
の
審
査
の
と
き
に
、
検
討

さ
れ
う
る
。
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
お
よ
び
ダ
ブ
リ
ン
条
約
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
る
、
出
入
国
管
理
に
関
す
る
一
九
九
三
年
八
月
一
三
日
の
判

決
は
、

そ
の
極
め
て
明
白
な
例
で
あ
っ
た
。

北法46(5・286)1418
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第
二
章

憲
法
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
た
欧
州
連
合

今
日
で
は
欧
州
連
合
は
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
直
面
さ
せ
ら
れ
て
お
り
、

そ
し
て
、
欧
州
共
同
体
と
調
和
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
と
い
う
憲
法
原
理

を
明
確
に
し

(A)、

の
は
、
明
ら
か
に
憲
法
院
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
憲
法
典
の
修
正
を
義
務
づ
け
て
い
る

B 

A 

共
同
体
法
に
直
面
し
た
憲
法

一
九
七

O
年
以
降
は
、
主
と
し
て
欧
州
共
同
体
条
約
の
一
定
の
発

展
を
審
査
す
る
と
き
に
、
第
五
四
条
の
枠
内
で
設
定
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
院
が
欧
州
連
合
の
特
殊
性
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
か

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建
設
が
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
下
で
合
憲
と
な
る
基
準
は
、

っ
た
。一
九
七

O
年
に
、
欧
州
議
会
の
予
算
権
限
の
拡
大
お
よ
び
欧
州
共
同
体
の
固
有
の
財
源
に
関
す
る
決
定
に
関
し
て
首
相
に
よ
る
提
訴
が
な

さ
れ
、
憲
法
院
は
、
国
際
約
束
は
「
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
重
要
性
に
よ
っ
て
も
、
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
を
」
侵
害
し
え

欧州連合とフランス憲法

な
い
と
判
断
し
、

憲
法
院
一
九
七

O
年
六
月
一
九
日
第
七

O
l
二
一
九
号
判
決
)
。

そ
の
第
一
の
判
決
に
お
い
て
合
憲
と
結
論
づ
け
た

第
五
四
条
に
基
づ
く
憲
法
院
の
第
二
の
介
入
は
、
政
治
的
に
も
法
的
に
も
、
よ
り
大
き
な
反
響
を
も
た
ら
し
た
。
欧
州
議
会
の
直
接
普
通

(
叩
)

選
挙
の
原
理
は
、
は
じ
め
か
ら
ロ

l
マ
条
約
第
一
三
八
条
に
記
さ
れ
て
い
た
。

一
九
七
六
年
九
月
二

O
日
の
決
定
に
よ
っ
て
、
閣
僚
理
事
会

は
そ
の
実
施
を
決
定
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
右
翼
(
ジ
ス
カ
ー
ル
デ
ス
タ
ン
派
は
こ
れ
に
好
意
的
で
あ
り
、

ド
ゴ

1
ル
派
は
こ
れ
に
反
対
で

あ
っ
た
)

を
、
左
翼
(
社
会
党
は
こ
れ
を
支
持
し
て
お
り
、
共
産
党
は
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
た
)

と
同
様
に
分
裂
さ
せ
た
。

フ
ラ
ン
ス
議
会

が
そ
の
決
定
を
批
准
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
危
険
は
大
き
か
っ
た
。
こ
の
と
き
、
欧
州
共
同
体
の
決
定
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
の
適
合
性
に
閑
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す
る
判
断
を
憲
法
院
に
要
求
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
は
、
共
和
国
大
統
領
自
身
で
あ
る
ー
ー
そ
の
と
き
ま
で
、
第
五
四
条
に
基
づ
い
て

で
も
、
通
常
の
法
律
に
つ
い
て
の
第
六
一
条
に
基
づ
い
て
で
も
、
大
統
領
が
憲
法
院
に
提
訴
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
革
新
的

講

な
こ
と
で
あ
っ
た
|
|
。
欧
州
共
同
体
の
決
定
は
合
憲
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
の
で
、
共
和
国
大
統
領
は
憲
法
院
が
引
き
出
し
た
解
決
法

に
満
足
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
憲
法
院
の
解
決
法
は
、
後
の
す
べ
て
の
発
展
を
妨
げ
か
ね
な
い
限
界
を
設
定
し
た
。
憲

法
院
判
決
(
一
九
七
六
年
一
二
月
二
九
|
三

O
日
第
七
六

1
七
一
号
判
決
)

は
、
外
見
上
は
、

一
九
七

O
年
の
判
決
か
ら
離
れ
た
よ
う
に
見

え
る
。
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
の
尊
重
は
繰
り
返
さ
れ
て
お
ら
ず
、
可
能
な
主
権
の
制
限

(
Z
E
s
t
c
ロ
ω
母
印
。
ロ
〈
巾
『
印
5
2
b
)

法
改
正
を
必
要
と
す
る
主
権
の
移
譲
雪
印
ロ
∞
な
え
印
己
巾
印
。
ロ
〈
巾
『
白
戸
口
市
広
)

と
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
断
絶
は
存
在
し

て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
理
由
は
、
憲
法
院
に
提
起
さ
れ
て
い
る
固
有
の
問
題
、
す
な
わ
ち
権
限
移
譲
の
危
険
の
問
題
の
ほ

か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
憲
法
院
は
、
憲
法
前
文
は
主
権
の
制
限
を
許
容
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
「
相
互
主
義
の
留
保
の
も
と
に
、

ラ
ン
ス
は
、
平
和
の
組
織
と
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
主
権
の
制
限
に
同
意
す
る
」
。
し
か
し
憲
法
院
は
、
「
憲
法
的
性
質
を
有
す
る
い
か
な
る

規
定
も
、
何
ら
か
の
国
際
組
織
へ
の
、
国
家
主
権
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
移
譲
を
許
容
し
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
合

憲
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
主
権
の
移
譲
/
制
限
の
区
別
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
七

O
年
の
判
例
は
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
は
思
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、

翌
年
に
は
既
に
、
国
家
主
権
行
使
の
本
質

的
要
件
の
尊
重
が
、
第
六
一
条
に
基
づ
い
て
提
訴
さ
れ
た
、
欧
州
共
同
体
の
租
税
に
関
す
る
憲
法
院
一
九
七
七
年
二
一
月
三

O
日
第
七
七
|

九

O
号
判
決
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

」
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

一
九
八
五
年
に
、
ミ
ッ
テ
ラ
ン
大
統
領
が
憲
法
院
に
死
刑
廃
止
に
関
す
る
欧
州
人
権
条
約
第
六
追
加
議
定
書
に

つ
い
て
提
訴
し
た
と
き
に
展
開
さ
れ
、
明
確
に
さ
れ
た
。
憲
法
院
は
、
審
査
さ
れ
た
法
文
が
主
権
の
移
譲
を
前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
の
み

を
理
由
に
、
明
示
的
に
一
九
七

O
年
の
定
式
化
に
戻
っ
て
い
る
。
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
は
、
共
和
国
の
制
度
の
尊
重
、
国
家
生
活
の
連
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続
性
、

な
ら
び
に
市
民
の
権
利
お
よ
び
自
由
の
保
護
を
保
障
す
る
国
家
の
義
務
を
含
む
。
死
刑
の
廃
止
が
こ
れ
ら
の
要
件
を
侵
害
し
え
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
憲
法
院
が
承
認
し
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
で
あ
る

(
憲
法
院
一
九
八
五
年
五
月
一
一
一
一
日
第
八
五
|

一
八
八
号
判
決
)
。

そ
こ
で
、
判
例
は
十
分
固
ま
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
実
際
に
は
欧
州
共
同
体
構
成
国
国
民
に
し
か
門
戸
を
聞
い
て
い
な
い
、
外
国
人
の

公
務
へ
の
就
任
に
関
す
る
法
律
を
審
査
し
た
と
き

に
、
憲
法
院
は
、
と
り

(
憲
法
院
一
九
九
一
年
七
月
一
一
三
日
第
九
一

l
二
九
三
号
判
決
)

わ
け
公
務
就
任
の
制
限
を
理
由
と
し
て
、

そ
の
法
律
が
「
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
へ
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
」
を
排
除
し
て
い
る
と
し
た
。

確
か
に
、
聞
か
れ
た
公
務
は
、
欧
州
共
同
体
構
成
田
国
民
は
「
国
家
ま
た
は
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
公
権
力
の
特
権
の
行
使
へ
の
、
直

接
ま
た
は
間
接
の
関
与
を
必
要
と
す
る
」
公
務
に
就
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
「
主
権
の
行
使
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
」

る
。
再
度

」
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

一
九
七
六
年
の
判
決
と
の
断
絶
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
と
い
う
の

l土

一
九
七
六
年
の
区
別
は
、

一
九
七
六
年
に
な
さ
れ
た
区
別
は
、

一
九
七

O
年
の
判
断
と
両
立
し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
九
七

O
年
の
判
断
に
含
ま
れ
て
い
る
。
二
日
後
に
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
を
審
査
し
た
と
き
に
、
憲
法
院
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
が
権
限
の
移

譲
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
、
「
主
権
の
移
譲
/
制
限
の
区
別
」
と
「
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
の
尊
重
」

と
い
、
7
、
こ
の
一
一
つ

欧州連合とフランス憲法

の
公
式
を
用
い
て
い
る
。

欧
州
連
合
条
約
に
関
す
る
判
決
は
、

さ
ら
な
る
光
明
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
六
年
に
合
憲
判
決
が
実
際
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
建

設
の
発
展
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
を
い
く
つ
か
の
点
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
適
合
し
え
な
い
と
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考
え
て
い
る
一
九
九
二
年
の
判
決
は
、
逆
説
的
に
、

よ
り
好
意
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
憲
法
院
が
一
元
論
の
原
則
を
確
認
し
て
い
る
し
ι
い
う
こ
と
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
一
九
五
八
年
憲
法
が
参

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
第
一
四
項
が
、

『
国
際
公
法
の
諸
規
則
を
遵
守
す
る
』

と
官

照
す
る
と
こ
ろ
の
、

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
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こ
と
に
鑑
み
て
、
国
際
公
法
の
諸
規
則
の
中
に
合
意
は
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
が
存
在
し
、

そ
れ
は
、
発
効
し
て
い
る
あ
ら
ゆ

る
条
約
が
そ
の
締
約
国
を
拘
束
し
、

か
っ
締
約
国
に
よ
っ
て
誠
実
に
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
鑑
み
て
、

講

さ
ら
に
憲
法
第
五
五
条
が

『
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
も
し
く
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ
る
各
条
約
も
し
く
は
各
協

定
の
施
行
を
留
保
条
件
と
し
て
、
公
示
後
直
ち
に
、
法
律
の
権
威
に
優
越
す
る
権
威
を
も
っ
』

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
」

で
あ
る
。

次
に
、
憲
法
院
は
、
国
際
約
束
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
と
の
適
合
性
の
限
界
を
定
め
て
い
る
。
「
国
際
約
束
:
:
:
が
憲
法
に
反
す
る
条
項
を
含

む
場
合
、
ま
た
は
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
を
侵
害
す
る
場
合
、

そ
れ
を
批
准
す
る
こ
と
の
承
認
は
憲
法
改
正
を
必
要
と
す
る
」

あ
る
。し
た
が
っ
て
、
条
約
は
二
つ
の
場
合
に
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
に
反
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
る
場
合
、

ぴ
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
を
侵
害
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、
両
方
の
場
合
に
該
当
す
る
。
憲
法
院

は
、
憲
法
改
正
を
根
拠
づ
け
る
三
つ
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
欧
州
共
同
体
構
成
国
国
民
の
市
町
村
議
会
選
挙
で
の
投

票
は
、
「
憲
法
に
違
反
す
る
条
項
」

お
よ
び
第
二
四
条
(
元
老
院
議
員
の
選
挙
)

に
違
反
す
る
と
考

で
あ
り
、

と
り
わ
け
第
三
条
(
選
挙
)

え
ら
れ
る
。

つ
づ
い
て
、
憲
法
院
は
、
二
つ
の
点
が
「
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
」
を
侵
害
す
る
と
考
え
て
い
る
。

一
つ
は
、
「
問
題

と
な
っ
て
い
る
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
で
あ
る
領
域
に
お
い
て
」
固
有
の
権
限
を
国
(
永
か
ら
奪
っ
て
い
る
、
共
通
通
貨
政
策
お
よ
び

共
通
為
替
政
策
の
確
立
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
同
じ
分
析
が
、
人
の
入
国
お
よ
び
往
来
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
こ
と
で
あ

る

マ
!
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
、

一
九
九
六
年
一
月
一
日
以
降
は
ビ
ザ
を
必
要
と
す
る
第
三
国
を
決
定
す
る
こ
と
が
も
は
や
全
構
成
田
の
一

致
で
は
な
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
院
に
と
っ
て
は
、

一
九
九
六
年
一
月
一
日
ま
で
は
国
家
主
権

行
使
の
本
質
的
要
件
は
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
全
構
成
田
の
一
致
で
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
の
第
三
国
の

決
定
は
あ
る
国
家
の
意
思
に
反
す
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

一
九
九
六
年
一
月
一
日
以
降
は
、

も
は
や
同
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の
で

お
よ



(
日
)

じ
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
特
定
多
数
決
こ
そ
が
規
範
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
全
会
一
致
の
規
範
が

可
能
に
し
て
い
た
拒
否
権
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
七
六
年
の
判
決
と
一
九
九
二
年
の
欧
州
連
合
条
約
に
関
す
る
判
決
と
の
聞
に
断
絶
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
経
済

通
貨
同
盟
は
主
権
の
移
譲
を
も
た
ら
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
国
家
主
権
の
本
質
的
要
件
を
侵
害
す
る
と
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
様
の

分
析
は
、
ピ
ザ
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

一
九
九
二
年
四
月
九
日
判
決
の
結
果
、
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
っ
た
。
憲
法
改
正
は
、

一
九
九
二
年
六
月
二
五
日
の
憲
法
的
法
律
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。
修
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
の
中
に
は
、
今
後
は
六

O
人
の
議
員
に
条
約
に
関
し
て
予
防
的
に
憲
法
院
に
提
訴
す
る
こ
と
を
許
容

す
る
、
第
五
四
条
も
入
っ
て
い
た
。
当
時
元
老
院
議
員
で
あ
っ
た

M
・
パ
ス
ク
ワ
氏
の
率
い
る
マ

i
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
反
対
派
は
、
憲
法
院

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
、
改
正
後
の
憲
法
と
の
適
合
性
を
審
査
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
下
さ
れ
た
判
決
は
、
合
憲
判
決
で
あ
っ
た
が
、

一
方
で
は
、
「
適
切
で
あ
る
と
評
価
す
る
形
に
お
い
て
、
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
規
定
を
自
由
に
廃
止
し
、
修
正
し
、

ま
た
は
補
完
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
憲
法
改
正
に
関
す
る
憲
法
規
定
の
尊
重
と
い
う
留
保
の
下
に
、
憲
法
制
定
権
力
の
至
高
性
を
確
認

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
超
憲
法
的
性
格
の
概
念
を
担
否
し
な
が
ら
、
憲
法
制
定
権
力
が
同
意
す
る
な
ら
ば
、

フ
ラ
ン
ス
憲

欧州連合とフランス憲法

法
の
、
欧
州
共
同
体
の
発
展
へ
の
あ
ら
ゆ
る
適
応
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
本
判
決
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約

が
改
正
後
の
憲
法
に
違
反
す
る
条
項
を
含
ん
で
い
る
か
否
か

l

l
そ
れ
は
も
は
や
こ
の
事
案
で
は
な
い
が
|
|
、

ま
た
は
、

マ
l
ス
ト
リ

ヒ
ト
条
約
が
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
を
侵
害
し
て
い
る
か
否
か
、

を
審
査
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
の
点
に
関
し
て
、
憲
法
院
は
否
定
的
解

答
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
院
は
、
憲
法
制
定
権
力
は
至
高
で
あ
り
、

ま
た
、
新
し
い
第
八
八
条
の
二
お
よ
び
第
八
八
条

の
三
と
い
う
規
定
は
、
ピ
ザ
の
領
域
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
「
条
約
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
経
済
通
貨
同
盟
へ
の
フ
ラ
ン
ス
の
統
合
に
関

す
る
、
憲
法
的
次
元
の
障
害
を
取
り
除
く
」
と
い
う
効
果
を
有
す
る
と
考
え
て
い
る
。

北法46(5・291)1423 
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レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
に
付
さ
れ
た
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
を
承
認
す
る
法
律
の
ほ
択
の
後
に
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
関
す
る

三
度
目
の
提
訴
を
受
け
て
、
憲
法
院
は
、

そ
の
種
の
法
律
に
関
す
る
憲
法
院
の
判
例
に
従
っ
て
、

そ
の
訴
え
を
受
理
で
き
な
い
と
宣
言
す
る

講

こ
と
と
な
る
。

欧
州
共
同
体
と
調
和
す
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
確
定
に
関
す
る
判
例
は
、

そ
こ
で
十
分
固
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
憲
法
院
判
例
は
、

憲
法
改
正
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
法
文
の
ま
さ
に
そ
の
核
心
に
欧
州
連
合
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

B 

共
同
体
法
に
よ
っ
て
変
化
を
遂
げ
た
憲
法

二
つ
の
憲
法
改
正
が
、
欧
州
共
同
体
の
国
際
約
束
の
実
施
を
可
能
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
。

一
九
九
二
年
の
改
正
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ

ト
条
約
の
実
施
を
容
易
に
し
、

一
九
九
三
年
の
改
正
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
の
実
施
を
も
た
ら
し
た
。

)
 
l
 
(
 

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
改
正

こ
の
改
正
は
、
多
く
の
点
に
つ
い
て
援
昧
で
あ
る
。
第
八
九
条
が
要
求
す
る
特
別
多
数
を
集
め
る
た
め
に
、
政
府
は
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

望
ん
だ
。
そ
の
結
果
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
み
に
限
定
し
た
弱
気
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
他
方
で
、
国
会
議
員
は
、
こ
の
改
正
の
機
会

|
|
稀
な
機
会
|
|
を
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
関
係
の
な
い
点
に
関
す
る
修
正
を
勝
ち
と
る
た
め
に
、

と
り
わ
け
、
欧
州
連
合
お
よ

ぴ
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
発
展
に
関
す
る
国
会
議
員
の
疑
念
を
表
明
す
る
た
め
に
利
用
し
た
。
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(a) 

憲
法
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
へ
の
適
応

一
九
九
二
年
の
改
正
は
幸
運
で
は
な
か
っ
た
。
憲
法
院
の
判
決
に
逐
一
、

し
か
し
限
定
的
に
応
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
九
九

二
年
改
正
は
、
欧
州
連
合
の
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
の
た
め
の
新
た
な
改
正
を
拘
束
す
る
で
あ
ろ
う
。
憲
法
院
が
、

も
聞
か
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
問
、
ざ
さ
れ
て
い
る
の
は
議
会
自
身
で
あ
る
。
政
府
の
慎
重
さ
は
、
一
九
七
六
年
当
時
よ
り

そ
れ
に
大
い
に
関
係

が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
首
相
は
、
「
条
約
、
す
べ
て
条
約
の
み
、

た
だ
条
約
だ
け
」
と
し
て
、
条
約
に
結
び
つ
い
た
改
正
し
か
望
ん
で
い

フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
「
欧
州
共
同
体
お
よ
び
欧
州
連
合
」
と
重
々
し
く
構
成
さ
れ
た
第
一
五
章
に
よ
っ
て
、
豊
か

に

|
|
i
あ
る
い
は
飽
和
状
態
に
ー
ー
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
章
は
、
四
つ
の
条
文
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
姿
を
消
し
た
、

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
H

ア
フ
リ
カ
の
共
同
体
に
関
す
る
「
提
携
協
定
」
と
い
う
第
二
二
章
の
単
一
規
定
で
あ
る
第
八
八
条
に
続
く
、
第
八
八
条
の
一
、

第
八
八
条
の
二
、
第
八
八
条
の
三
、
第
八
八
条
の
四
で
あ
る
。

確
か
に
、
憲
法
の
解
釈
が
容
易
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

と
り
わ
け
、

よ
り
根
本
的
な
や
り
方
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
の
問
題

を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
欧
州
連
合
条
約
だ
け
を
対
象
と
す
る
規
定
を
採
り
入
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
憲
法
制

欧州連合とフランス憲法

定
者
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、

オ
ラ
ン
ダ
が
モ
デ
ル
に
な
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
議
会
(
一
九
八
三
年
憲
法
第
八
一

は
、
「
憲
法
に
抵
触
す
る
、
ま
た
は
憲
法
に
抵
触
す
る
内
容
を
義
務
づ
け
る
」
規
定
を
含
む
条
約
に
、

二
の
多
数
に
よ
っ
て
、
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
同
意
を
、
三
分
の

条
第
三
項
)

第
八
八
条
の
一
は
、
欧
州
連
合
条
約
を
合
憲
と
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
は
な
く
、
議
会
の
修
正
の
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

第
八
八
条
の
一
は
、
「
国
家
に
よ
る
権
限
の
共
同
の
行
使
」
(
∞
-
の
巾
ロ
巾
〈
0
5
)

の
発
展
を
減
速
し
よ
う
と
す
る
哲
学
を
示
す
。
「
共
和
国
は
、
設
立
条
約
に
従
い
、
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
州
共
同
体
お
よ
び
欧
州
連
合

一
定
の
権
限
を
共
同
し
て
行
使
す
る
こ
と
を
自
由
に
選
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択
し
た
諸
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
欧
州
共
同
体
お
よ
び
欧
州
連
合
に
加
盟
す
る
」
。
こ
こ
に
、
欧
州
共
同
体
お
よ
び
欧
州
連
合
の

(
]
目
立
号
き
)

0

し
か
し
な
が
ら
、
法
的
分
析
よ
り
も
政
治
的

邦
制
的
分
析
」
よ
り
も
、

「
政
府
間
主
義
的
分
析
」
が
存
在
し
て
い
る

そ
の

講

宣
言
に
属
す
る
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
実
際
の
射
程
が
、

い
か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。

第
八
八
条
の
二
お
よ
び
三
の
み
が
、

一
九
九
二
年
四
月
九
日
判
決
の
結
果
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
条
項
で
あ
る
。
第
八
八
条
の
二
は
、
憲

法
院
が
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
の
侵
害
で
あ
る
と
考
え
た
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
経
済
通
貨
同
盟
お
よ
び
ピ
ザ
の
問
題
を
扱
つ

て
い
る
。
憲
法
制
定
者
が
問
題
を
解
決
す
る
の
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
へ
の
厳
密
な
言
及
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
相
互
主
義
の
留
保
の

も
と
に
、

一
九
九
二
年
二
月
七
日
に
署
名
さ
れ
た
欧
州
連
合
条
約
に
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
っ
て
、

お
よ
び
欧
州
共
同
体
構
成
国
の
外
四
国
境
の
通
過
に
関
す
る
規
則
の
決
定
に
必
要
な
権
限
を
移
譲
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
」
。

か
つ
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
欧
州
経
済
通
貨

同
盟
の
確
立
、

こ
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
へ
の
言
及
は
、
多
く
の
困
難
を
生
み
出
し
う
る
よ
う
な
、

い
く
つ
か
の
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ま
ず
は

じ
め
に
、
そ
れ
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
憲
法
化
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
超
立
法
的
性
格
の
付
与
を
も
た
ら
し

よ
り
正
確
に
は
、

た

(戸

ω・
河
2
H
O
Z
M子
宮
・
内
同
巾
ぐ
に
一
戸
内
『
印
)
。

フ
ラ
ン
ス
銀
行
法
に
関
す
る
憲
法
院
一
九
九
三
年
八
月
三
日
第
九
三

l
三
二
四
号
判
決
か
ら
生
じ

た
も
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
「
一
九
九
二
年
二
月
七
日
に
署
名
さ
れ
た
欧
州
連
合
条
約
に
定
め
ら
れ
た
方
式
」
に
厳
密
に
言
及
し
て
い
る
た
め
、

欧
州
連
合
条
約
が
修
正
さ
れ
た
な
ら
ば
違
憲
の
状
況
が
再
生
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
修
正
が
排
除

さ
れ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
第

N
条
第
二
項
は
、
「
改
正
が
予
定
さ
れ
て
い
る
規
定
」
を
検
討

す
る
た
め
に
、

一
九
九
六
年
に
「
各
国
政
府
の
代
表
者
会
議
」
を
予
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
批
准
を
前
提
と
す
る
、

し
た
が
っ
て
、

そ
の
批
准
を
承
認
す
る
法
律
を
前
提
と
す
る
こ
の
よ
う
な
改
正
が
も
し
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
改
正
後
の
条
約
が
憲
法
の
規
定

に
反
し

「
国
家
主
権
行
使
の
本
質
的
要
件
」
を
侵
害
し
て
い
る
と
憲
法
院
に
宣
言
さ
せ
る
た
め
に
憲
法
院
に
提
訴
す
る
六

O
人
の
議

か
っ

員
は
、
容
易
に
集
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

i主
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第
八
八
条
の
三
は
、
欧
州
共
同
体
構
成
田
国
民
の
市
町
村
議
会
選
挙
で
の
投
票
、
お
よ
び
被
選
挙
資
格
の
問
題
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
第

八
八
条
の
三
に
お
い
て
も
な
お
支
配
的
で
あ
る
の
は
、
非
常
に
限
定
的
な
理
解
で
あ
る
。
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
・
サ
ミ
ッ
ト
の
一
ヵ
月
前
に
欧

(ロ)

州
審
議
会
が
外
国
人
の
投
票
に
関
す
る
条
約
を
採
択
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
外
国
人
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
検
討
す

る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
フ
ラ
ン
ス
が
欧
州
審
議
会
の
こ
の
条
約
を
批
准
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、
新
た
な
憲
法

改
正
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
第
八
八
条
の
三
は
、
市
町
村
議
会
に
対
す
る
投
票
お
よ
び
被
選
挙
資
格
を
、
欧
州
共
同
体
構
成
国

国
民
に
の
み
付
与
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
相
互
主
義
の
留
保
の
も
と
に
、
か
つ
、

一
九
九
二
年
二
月
七
日
に
署
名
さ
れ
た
欧
州
連
合
条

約
に
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
っ
て
、
市
町
村
議
会
選
挙
の
選
挙
権
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
居
住
す
る
連
合
市
民
に
の
み
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

マ
1
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
へ
の
明
示
的
な
言
及
お
よ
び
「
連
合
市
民
に
の
み
」
と
い
う
公
式
は
、
こ
の
限
定
的
な
性
格
を
十
分
に
明
ら
か
に
し

(
日
)

ロ
l
マ
条
約
の
新
し
い
第
八

B
条
に
反
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
精
神
と
は
異
な
る
重
要
な
制
限

て
い
る
。
第
八
八
条
の
三
は
、

さ
ら
に
、

を
含
ん
で
い
る
。
欧
州
共
同
体
構
成
田
国
民
は
、
市
町
村
長
に
も
助
役
に
も
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
元
老
院
議
員
の
選
挙
人
の
指
名
お
よ
び

元
老
院
議
員
の
選
挙
に
も
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
、
欧
州
共
同
体
構
成
田
国
民
を
二
流
の
市
町
村
議
会
議
員
に
す
る
差
別
が

存
在
し
て
い
る
。

欧州連合とフランス憲法

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
の
効
果
を
制
限
す
る
た
め
に
憲
法
改
正
を
利
用
し
な
が
ら
、
議
会
が
受
け
入
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
、

不
承
不
承
の
改
正
な
の
で
あ
る
。

)
 

B
D
 

反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
改
正

一
九
九
二
年
の
改
正
は
、
欧
州
連
合
に
対
す
る
あ
る
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
同
時
に
、
既
に
十
分
に
弱
体
化
し
た
政
府
に
対
す
る
あ
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る
種
の
底
意
と
を
一
不
し
つ
つ
、
憲
法
の
他
の
多
く
の
条
項
を
対
象
と
し
て
い
た
。

(
は
)

ー

!
1
行
わ
れ
た
改
正
の
中
で
は
、
海
外
領
土
の
地
位
は
組
織
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
憲
法
制
定
者
が
義
務
づ
け
る

議

こ
と
と
な
る
、
海
外
領
土
に
関
す
る
第
七
四
条
に
言
及
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
改
革
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
が
、

し
か
し
、

そ
れ
は
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
は
い
か
な
る
関
係
も
有
し
な
い
し
、

一
種
の
「
憲
法
へ
の
た
だ
乗
り
」

(
円
虫
、
出
口
巾
「
円
。
ロ
印

z
z
z
oロ
ロ
巾

ま
た
、

な
っ
て
い
る
。

|
|
他
の
修
正
は
、
こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
疑
念
の
精
神
を
よ
り
よ
く
例
証
し
て
い
る
。

第
二
条
に
は
、
「
共
和
国
の
言
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
一
項
が
追
加
さ
れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
諸
問
を
+
央

語
の
侵
入
か
ら
保
護
す
る
と
同
時
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
外
に
も
フ
ラ
ン
ス
語
を
広
め
る
と
い
う
意
思
は
、

そ
の
た
め
の
法
律
(
切
民
法
、

2
5
2
法
)

の
可
決
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
英
語
が
支
配
的
な
言
語
に
な
る
傾
向
が
あ
る
ヨ

l
ロ
y

パ
に
対
す
る
懸
念

が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
一
言
語
の
平
等
と
い
う
原
則
が
、

一
一
の
公
用
語
が
あ
り
な
が
ら
、
法
の
分
野
の
よ
う
な
い
く
つ

か
の
領
域
を
除
い
て
は
、
単
一
の
言
語
が
他
の
す
べ
て
の
言
語
を
吸
収
す
る
に
至
る
と
い
う
結
果
を
招
い
て
い
る
だ
け
に
、

ま
す
ま
す
問
題

で
あ
る
。

今
後
六

O
人
の
国
民
議
会
議
員
ま
た
は
元
老
院
議
員
に
条
約
の
憲
法
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
憲
法
院
に
提
訴
す
る
こ
と
を
認
め
る
、
第
五

四
条
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
に
提
訴
権
を
両
院
議
員
に
拡
大
し
た
と
き
に
は
、
提
訴
権
は
、
通

常
の
法
律
に
つ
い
て
し
か
拡
大
さ
れ
な
か
っ
た

(
憲
法
第
六
一
条
第
二
項
)
。
そ
こ
で
、
両
院
議
員
に
つ
い
て
、
国
際
約
束
に
関
す
る
そ
の

審
査
を
、
と
り
わ
け
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
領
域
に
お
い
て
拡
大
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
両
院
議
員
は
批
准
を
承
認
す
る
法
律
を
常
に
憲
法
院

に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
改
革
は
根
本
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
な
可
能
性
は
、
批
准
を
承
認
す
る
法
律
が
議
会
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
場
合
に
し
か
生
じ
な
い
。

レ
フ
エ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
る
採
択
の
場
合 と
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に
は
、
こ
れ
は
作
用
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

一
九
九
二
年
九
月
二

O
日
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
つ
い
て
の
事
例
が
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う
に
、

レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
委
ね
ら
れ
た
条
約
の
批
准
の
承
認
の
場
合
に
は
、
今
回
起
草
さ
れ
た
よ
う
な
第
五
四
条
は
、

そ
の
重
要

性
を
完
全
に
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。

第
八
八
条
の
一
も
ま
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
不
信
の
し

た
と
え
一
般
的
な
理
念
の
次
元
か
ら
の
観
察
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、

る
し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

市
町
村
議
会
選
挙
に
対
す
る
欧
州
共
同
体
構
成
田
国
民
の
投
票
お
よ
び
そ
の
被
選
挙
資
格
に
関
す
る
第
八
八
条
の
三
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

同
様
の
不
信
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
元
老
院
議
員
は

一
種
の
取
引
に
よ
っ
て
、

元
老
院
議
員
の
特
権
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に

成
功
し
た
。
と
い
う
の
は
、
今
後
は
、
第
八
八
条
の
三
の
適
用
条
件
は
、
両
議
院
が
同
一
の
文
言
で
可
決
し
た
組
織
法
律
の
対
象
と
な
る
か

ら
で
あ
る
。
鎖
錠
は
、

一
方
で
は
、
組
織
法
律
は
憲
法
院
に
よ
っ
て
自
動
的
に
審
査
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
施

と
く
に
厳
重
で
あ
る
。

規
定
を
通
じ
て
方
向
が
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
、

い
か
な
る
危
険
も
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
元
老
院
議
員
は
、
こ
の
組
織

法
律
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
両
議
院
の
問
の
不
一
致
の
場
合
、
政
府
は
、
国
民
議
会
に
、
そ
の
構
成
員
の

絶
対
多
数
に
よ
っ
て
単
独
で
法
律
を
可
決
す
る
こ
と
を
要
求
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
ま
で
、

元
老
院
の
同
意
は
、
元
老
院
に
関
す
る
組

欧州連合とフランス憲法

織
法
律
に
つ
い
て
し
か
必
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
元
老
院
は
、

た
ら
す
た
め
に
、
憲
法
改
正
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
考
慮
は
、

そ
の
特
権
を
増
大
さ
せ
て
も
う
一
つ
の
例
外
を
も

元
老
院
が
共
和
国
の
地
方
公
共
団
体
を
代
表
し
て
い
る

お
よ
び
、

(
憲
法
第
二
四
条
)

と
い
う
こ
と
、

元
老
院
は
市
町
村
議
会
選
挙
の
様
式
に
無
関
心
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ

つ
で
も
説
明
で
き
る
。

最
後
に
、
第
八
八
条
の
四
も
ま
た
、
欧
州
連
合
の
発
展
を
よ
り
よ
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
議
会
の
意
思
の
例
証
で
あ
る
。
欧
州
連

合
の
立
法
者
は
、
本
質
的
に
閣
僚
理
事
会
で
あ
る
。
欧
州
連
合
の
閣
僚
理
事
会
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
律
に
反
す
る
よ
う
な
規
則
ま
た
は
指
令
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I寅

の
採
択
に
至
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、

フ
ラ
ン
ス
議
会
は
そ
の
権
限
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
八
八
条
の
四
は
、
立
法
の
性
質

講

を
も
っ
規
定
を
含
む
欧
州
共
同
体
綱
領
案
を
議
会
に
提
案
す
る
こ
と
を
政
府
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
議
会
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
監
督
権

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
三
三
年
後
の
、
憲
法
院
に
対
す
る
巻
き
返
し
で
あ
る
。
第
八
八
条
の
四
は
、
各
議
院
の
規
則
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
た
方
式
に
従
っ
て
可
決
さ
れ
た
決
議
の
技
術
を
、
再
び
導
入
し
て
い
る
。

一
九
五
九
年
に
両
議
院
の
規
則
に
こ
の
方
式
を
導

入
し
た
と
き
、
国
会
は
、

そ
の
規
定
を
憲
法
院
に
よ
っ
て
無
効
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る

(
憲
法
院
一
九
五
九
年

五
月
一
七
日
、

一
八
日
お
よ
び
二
四
日
第
二
号
判
決
、

な
ら
び
に
、
憲
法
院
一
九
五
九
年
六
月
二
四
日
お
よ
び
二
五
日
第
三
号
判
決
)
。

議
会
が
、
欧
州
共
同
体
の
閣
僚
理
事
会
に
お
い
て
代
表
と
な
る
政
府
に
対
し
て
、
取
る
べ
き
態
度
を
命
じ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、

も
ち
ろ
ん
不
信
任
案
を
除
い
て
、
議
会
の
意
思
を
尊
重
し
な
い
こ
と
の
制
裁
と
し
て
何
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
議
会
の
権
限
の
挽
回
と
い
う
意
思
が
存
在
す
る
が
、
議
会
は
、

一
三
番
目
の
宣
言
が
「
欧
州
連
合
の
活
動
へ
の
、
各
国
議
会

の
よ
り
広
い
参
加
を
奨
励
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
を
実
施
さ
せ
る
し
か
な
い
の
で

あ
る
。

(2) 

シ
エ
ン
ゲ
ン
改
正

シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
は
、

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
か
ら
生
ま
れ
、
極
め
て
迅
速
に
ベ
ネ
ル
ク
ス
諸
国
に
拡
大
さ
れ
、

い
て
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、

お
よ
び
ギ
リ
シ
ア
が
そ
の
最
初
の
核
に
参
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
六
月
一
四

イ
タ
リ
ア
、

ス
ペ
イ
h

ン、

日
の
最
初
の
条
約
は
、

一
九
九

O
年
六
月
一
九
日
に
実
施
条
約
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た
。
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
の
全
体
は
、
若
干
の
困
難
が
あ

っ
て
、

一
九
九
五
年
三
月
二
六
日
ま
で
実
施
が
延
期
さ
れ
て
い
た
。
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
の
目
的
は
、
加
盟
国
国
境
で
の
税
関
お
よ
び
警
察
の

北法46(5・298)1430
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コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
廃
止
し
、

そ
れ
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
国
の
外
国
国
境
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
州
連
合
の
内
部
に

国
境
の
な
い
空
間
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
国
の
国
籍
保
持
者
は
、
締
約
国
の
う
ち
の
一
カ
国
の
領
域
に
正
規
に
入
国
し
た
な
ら
ば
、

そ
の
後
は
自
由
に
他
の
締
約
国
の
領
域
を
移
動
で
き
る
。
入
国
者
の
唯
一
の
義
務
は
、
三
日
の
期
間
内
に
そ
の
入
国
を
当
局
に
通
知
す
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
領
域
が
不
法
入
国
者
を
助
長
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
付
随
措
置
が
採
ら
れ
て
お
り
、

と
り
わ

け
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
情
報
シ
ス
テ
ム

(∞〕『印門
p
g巾
円
口
問
。
「
呂
田
巴
O
D

∞
門
町
内
ロ
岡
町
ロ
)

が
設
置
さ
れ
、
大
規
模
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル

に
設
置
さ
れ
、
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
外
国
人
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
は
、
庇
護
申
請
者
に
関
す
る

規
定
も
含
ん
で
い
る
。
庇
護
申
請
者
は
、

一
つ
の
国
家
に
し
か
、

そ
の
申
請
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
る
締
約
国
で
の
審
査
の
後

に
そ
の
申
請
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
は
、
他
の
締
約
国
は
、

そ
の
よ
う
な
申
請
の
取
扱
を
保
障
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
追
求
さ
れ

た
目
的
は
、
す
べ
て
の
国
家
に
次
々
に
申
請
す
る
「
庇
護
国
漁
り
」
戸
内
呂
田
口
巳

2
『印日ロ「
C

『σ
ユ巾)、

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
数
多
く
の
困
難
を
な
く
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
庇
護
申
請
審
査
の
責
任
を
有
す
る
国
家
の
決
定
に
関
す
る
、

一
一
一
カ
国
が

署
名
し
た
一
九
九

O
年
六
月
一
四
日
の
ダ
プ
リ
ン
条
約
に
よ
っ
て
も
同
様
に
実
施
さ
れ
た
。

シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
は
、
憲
法
第
六
一
条
の
枠
組
の
中
で
憲
法
院
に
よ
る
審
査
の
対
象
と
な
り
、

そ
し
て
、
合
意
判
決
が
下
さ
れ
た
。
こ
の

欧州連合とフランス憲法

判
決
の
論
理
構
成
は
、
「
第
三
号
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
締
約
国
は
、

た
と
え
現
行
条
約
の
意
味
で
の
責
任
が
他
の
締
約
国

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

と
り
わ
け
囲
内
法
に
基
づ
く
固
有
の
理
由
に
よ
り
、
庇
護
申
請
の
取
扱
を
保
障
す
る
権
利
を
保
持
す
る
」

と
規
定
し
て
い
る
、
条
約
の
第
二
九
条
第
四
号
に
立
脚
し
て
い
た
。
そ
の
論
理
構
成
は
、
条
約
を
憲
法
と
完
全
に
合
致
さ
せ
る
，
こ
と
を
望
む

も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
条
項
が
、

そ
の
起
草
者
の
意
図
に
お
い
て
は
、
非
常
に
例
外
的
に
し
か
適
用
さ
れ
る
、
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

移
民
の
抑
制
、
な
ら
び
に
外
国
人
の
入
国
、
受
入
れ
、

お
よ
び
滞
在
の
条
件
に
関
す
る
一
九
九
三
年
の
法
律
の
審
査
は
、
重
大
な
憲
法
的
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1民

紛
争
と
な
っ
た
。
こ
の
非
常
に
重
要
な
法
律
は
、

と
り
わ
け
、
申
請
が
ダ
ブ
リ
ン
条

な
か
ん
ず
く
、
庇
護
申
請
者
の
審
査
を
扱
い
、

ま
た
、

約
お
よ
び
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
に
よ
っ
て
他
国
の
管
轄
で
あ
る
場
合
の
、
庇
護
申
請
者
の
滞
在
許
可
の
拒
否
に
つ
い
て
の
知
事
の
権
限
を
規
定

議

一
九
九
三
年
八
月
一
一
一
一
日
の
判
決
に
お
い
て
、

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
第
四
項
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
庇
護
を
受

し
て
い
た
。
憲
法
院
は
、

一
九
四
六
年
憲
法
前
文
第
四
項
は
、
「
自
由
の
た
め
の
活
動
を
理
由
と
し
て
迫
害
を
受

け
る
権
利
に
非
常
に
大
き
な
射
程
を
与
え
て
い
る
。

け
た
者
は
す
べ
て
、
共
和
国
の
領
土
内
で
庇
護
を
受
け
る
権
利
を
も
っ
」
と
規
定
し
て
い
る
。
憲
法
院
に
と
っ
て
、
庇
護
申
請
審
査
が
拒
否

と
り
わ
け
庇
護
申
請
が
「
一
九
九

O
年
六
月
一
五
日
の
ダ
ブ
リ
ン
条
約
:
:
:
ま
た
は
一
九
九

O
年
六
月
一
九

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、

日
に
シ
エ
ン
ゲ
ン
で
署
名
さ
れ
た
条
約
の
第
四
部
第

E
章
の
条
項
の
適
用
さ
れ
る
他
国
の
権
限
に
属
す
る
と
き
に
」
、
庇
護
申
請
者
が
フ
ラ

ン
ス
難
民
及
ぴ
無
国
籍
者
保
護
事
務
所

(
O
B
2
P
E
g
-∞
宮

R
U
司
。
丹
市
町
三
O

ロ
仏

2
宮
内
ロ
包
宮
市
門
〉
宮

E
P印
)

に
提
訴
で
き
な
い
と
い

う
事
実
は
、
「
庇
護
を
受
け
る
権
利
の
尊
重
」
と
い
う
憲
法
的
価
値
の
原
則
を
無
視
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
判
例
と
の
断
絶
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
と
は
思
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
憲
法
院
は
、

九
九

年
七
月
二
五
日
の
判
決
に
触
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
九
一
年
判
決
に
お
い
て
、
憲
法
院
は
、
「
国
際
条
約
に
よ
っ
て
庇
護
申
請
の
取

扱
に
責
任
を
有
す
る
他
国
の
決
定
は
、

そ
の
条
約
が
、

そ
の
よ
う
な
決
定
が
な
さ
れ
た
場
合
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
囲
内
法
に
固
有
の
規
定
を
適

用
し
て
庇
護
申
請
の
取
扱
を
保
障
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
権
利
を
留
保
し
て
い
る
と
き
に
の
み
容
認
し
う
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
憲
法

院
に
対
し
て
は
、
「
合
憲
限
定
解
釈
」
(
凹
門
『

5
2・b
凹
巾
コ
巾
♀
.
5
Z召
Z
E
Eロ
)
が
、
庇
護
申
請
者
を
自
己
の
事
例
に
お
い
て
決
定
が
下
さ
れ

る
ま
で
は
一
時
的
な
滞
在
許
可
の
対
象
と
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
憲
法
院
判
決
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
を
再
び
問
題
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
に
つ
い
て
、
例
外
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
が
原
則
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
九
一
年
に
は
合
憲
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
憲
法
院
は
、
合
憲
性
が
維
持

さ
れ
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
の
意
味
は
完
全
に
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
明
瞭
に
示
し
た
。
政
府
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が
、
是
非
と
も
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、

そ
の
と
き
に
は
、
憲
法
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
共

和
国
大
統
領
と
首
相
と
の
間
の
対
立
の
結
果
と
し
て
、
首
相
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
を
請
求
し
、

コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
九
月
二
三
日
に
、
「
憲
法
的
法
律
の
み
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
」
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
に
従
っ
て
他
国
の
責
任
に
属
す
る
庇
護
申
請
の

審
査
を
「
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
回
答
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
は
、
第
五
三
条
の
一
を
挿
入
す
る
一
九
九
三
年
一
一
月
二
五
日
の
憲
法
的
法
律
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
項

は
、
「
共
和
国
は
、
庇
護
お
よ
び
人
権
と
基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
し
て
、
共
和
国
と
同
一
の
国
際
約
束
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
欧
州
諸
国
と

の
聞
で
、
各
国
に
対
し
て
表
明
さ
れ
る
庇
護
申
請
の
審
査
に
関
す
る
相
互
の
権
限
を
定
め
る
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
シ
エ
ン
ゲ
ン
条
約
お
よ
び
ダ
プ
リ
ン
条
約
の
実
施
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
第
二
項
は
、
「
自
由
の
た
め
の
行
動

を
理
由
と
し
て
迫
害
さ
れ
」
|
|
|
一
九
四
六
年
憲
法
の
前
文
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
、
「
あ
る
い
は
、

そ
の
他
の
理
由
で
フ
ラ
ン
ス

の
保
護
を
希
求
す
る
す
べ
て
の
外
国
人
」
l
|
こ
れ
は
前
述
の
前
文
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
も
の
で
あ
る
|
|
に
庇
護
を
受
け
る
権
利
を

認
め
る
可
能
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
第
一
項
の
射
程
を
限
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
義
務
で
は
な
く
可
能
性
で
あ
る
と
い
う

」
と
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

欧州連合とフランス憲法

憲
法
は
、

ま
す
ま
す
欧
州
連
合
に
関
す
る
問
題
と
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
直
接
普
通
選
挙
に
よ
る
共
和

国
大
統
領
の
選
出
に
関
す
る
一
九
六
二
年
の
改
正
の
よ
う
な
根
本
的
な
改
正
を
経
験
し
て
き
た
と
し
て
も
、
現
行
憲
法
の
条
文
は
、
比
較
的

安
定
性
の
あ
る
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
こ
数
年
来
、
改
革
熱
が
、
執
行
府
お
よ
び
立
法
府
を
と
ら
え
て
い
る
。
彼
ら
が
一
定
の
修
正
を
行
い
た

い
と
望
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
執
行
府
お
よ
び
立
法
府
は
、
欧
州
連
合
に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
修
正
を
行
う
こ
と
を

強
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は

一
九
九
三
年
の
改
正
で
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
今
月
、
議
会
は
、
新
た
な
国

家
元
首
が
求
め
る
改
革
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
規
定
す
る
一
九
九
六
年
の
会
議
が
成
果
を

北法46(5・301)1433 
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あ
げ
れ
ば
、
新
た
な
憲
法
改
正
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、

フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
欧
州
連
合
に
関
す
る

そ
れ
は
、

規
定
に
多
少
の
一
貫
性
を
も
た
ら
す
こ
と
を
試
み
る
機
会
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
今
年
、

ポ
ワ
チ
エ
大
学
法
学
部
の
最
も
著

講

ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
の
生
誕
四

O
O
年
が
祝
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
一
度
、
デ
カ
ル
ト
主
義
者
た
る
こ
と
を

名
な
学
生
で
あ
っ
た
、

試
み
て
み
よ
う
。

〔
訳
註
〕

(
1
)
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
外
相
ロ
ベ
ー
ル
・
シ
ュ

l
マ
ン
が
一
九
五

O
年
五
月
九
日
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
仏
独
対
立
の
火
種
で
あ
っ
た
両
国

の
石
炭
・
鉄
鋼
産
業
の
共
同
管
理
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
り
、
シ
ユ
|
マ
ン
・
プ
ラ
ン
と
も
呼
ば
れ
る
そ
の
内
容
は
、
後
に
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共

同
体
と
し
て
実
現
さ
れ
た
。

(
2
)
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
計
画
庁
長
官
で
、
シ
ュ
!
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
立
案
者
。
後
に
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
最
高
機
関
の
初
代
議
長
と
な
っ
た
。

そ
の
功
績
か
ら
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
父
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

(
3
)
「
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
」
、
「
欧
州
原
子
力
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
」
、
お
よ
び
「
欧
州
経
済
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
」

(
現
在
は
、
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
、
「
欧
州
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
」
と
改
称
さ
れ
て
い
る
)
を
指
す
。
「
基
本
条
約
」
と
も
呼
ば

れ
る
。

(
4
)
J
7立
ハ
同
体
の
単
一
理
事
会
及
び
単
一
委
員
会
設
立
条
約
」
の
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
、
欧
州
原
子
力

共
同
体
、
お
よ
び
欧
州
経
済
共
同
体
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
有
し
て
い
た
機
関
が
併
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
三
共
同
体
自
体
が
合
併
し
た
わ

け
で
は
な
い
)
。

(5)
マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
以
前
の
欧
州
共
同
体
を
指
す
。

(
6
)
本
稿
で
は
、
号
D
R
E呂
田

E
恒
三
巴
『
巾
は
、
そ
の
ま
ま
、
「
共
同
体
法
」
と
訳
す
こ
と
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る

E

C
法
の
こ
と
で
あ
る
。

(
7
)

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
一
九
八
九
年
の
い
わ
ゆ
る
ニ
コ
ロ
判
決
行

?
N
o
o
n
g可
刊
号
∞

myzg-0・
m
2・司・

50)
ま
で
、
条
約
が
常
に
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法
律
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。

(
8
)
欧
州
共
同
体
に
は
権
利
章
典
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
構
成
田
の
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
共
同
体
法
に
対
す
る
合
憲
性
審
査
権
を

留
保
す
る
旨
の
判
断
が
一
不
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
批
判
に
応
え
る
た
め
、
欧
州
共
同
体
裁
判
所
は
欧
州
人
権
条
約
を
判
断
の
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
鳴
矢
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
七
四
年
五
月
一
四
日
の
判
決
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

が
一
九
五

O
年
に
署
名
し
て
以
来
未
批
准
で
あ
っ
た
欧
州
人
権
条
約
を
批
准
し
た
の
は
、
そ
の
直
前
の
五
月
三
日
で
あ
っ
た
。
同
判
決
は
、
「
構

成
国
が
作
成
に
関
与
し
た
、
ま
た
は
構
成
田
が
署
名
固
と
な
っ
て
い
る
、
人
権
保
護
の
た
め
の
国
際
条
約
も
、
共
同
体
法
の
枠
内
に
お
い
て
餅

酌
さ
れ
る
べ
き
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
供
し
う
る
」
と
判
示
し
て
い
る
が
、
「
署
名
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
る

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

(
9
)
「
欧
州
経
済
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
」
の
こ
と
。

(
叩
)
第
一
三
八
条
第
三
項
第
一
文
は
、
「
欧
州
議
会
は
、
す
べ
て
の
構
成
国
に
お
い
て
一
律
の
手
続
に
従
う
直
接
普
通
選
挙
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
草

案
を
作
成
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
日
)
欧
州
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
第
一
四
八
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
多
数
決
方
式
。
閑
僚
理
事
会
に
お
い
て
、
全
会
一
致
方
式
に
代
え
て
、

そ
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
き
て
い
る
。
各
構
成
国
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
加
重
投
票
数
の
特
別
多
数
に
よ
ら
ね
ば
採
択
さ
れ
な
い
た
め
、
仏

独
伊
英
の
四
大
国
の
み
で
も
、
そ
れ
以
外
の
す
べ
て
の
構
成
国
の
み
で
も
、
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

(
ロ
)
一
九
四
九
年
に
設
立
さ
れ
た
の

3
2
Z
Z同
=
g宮
市
の
こ
と
。
欧
州
連
合
の
機
関
で
あ
る
欧
州
理
事
会

(
n
g
Z
2
5
1巾
口
)
と
は
全
く
別
個

の
機
関
で
あ
る
。

(
日
)
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
ロ

l
マ
条
約
(
欧
州
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
)
の
第
八

B
条
第
一
項
は
、
「
構
成
国
の
域
内

に
居
住
す
る
連
合
市
民
は
、
そ
の
居
住
国
の
国
民
で
な
く
と
も
、
自
己
が
居
住
す
る
構
成
国
の
地
方
自
治
体
選
挙
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
国
民

と
同
一
の
条
件
の
も
と
に
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
す
る
。
:
:
:
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(H)
組
織
法
律
の
採
決
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
五
共
和
制
憲
法
第
四
六
条
が
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
四
六
条

①
憲
法
に
よ
っ
て
組
織
法
律
の
性
格
を
付
与
さ
れ
た
法
律
は
、
次
の
条
件
に
し
た
が
っ
て
表
決
さ
れ
、
ま
た
、
修
正
さ
れ
る
。

②
政
府
提
出
法
案
ま
た
は
議
員
提
出
法
案
は
、
そ
の
提
出
か
ら
一
五
日
の
期
間
の
満
了
後
で
な
け
れ
ば
、
最
初
に
付
託
さ
れ
た
議
院
の
審
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議
お
よ
び
表
決
に
付
さ
れ
な
い
。

③
第
四
五
条
の
手
続
は
〔
こ
の
場
合
に
も
〕
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
両
議
院
の
一
致
を
欠
く
場
合
に
は
、

の
読
会
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
員
の
絶
対
多
数
に
よ
っ
て
し
か
採
択
さ
れ
な
い
。

④
元
老
院
に
関
す
る
組
織
法
律
は
、
両
議
院
に
よ
っ
て
、
同
一
の
文
言
で
表
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
組
織
法
律
は
、
憲
法
院
に
よ
っ
て
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
宣
言
が
な
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
審
署
さ
れ
な
い
。 成

案
は
、

国
民
議
会
の
最
終

北法46(5・304)1436

講

※
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
条
文
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
樋
口
陽
一

H
吉
田
善
明
編
『
解
説
世
界
憲
法
集
』
〔
第
三
版
〕
(
三
省
堂
・
一
九
九
四
年
)
二

二
九
頁
以
下
〔
辻
村
み
よ
子
訳
〕
お
よ
び
福
井
勇
二
郎
訳
/
野
田
良
之
校
訂
『
フ
ラ
ン
ス
共
和
園
憲
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
八
年
)
を
、
国
際
文
書

の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
山
本
草
二
編
集
代
表
『
国
際
条
約
集
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
五
年
)
を
、
基
本
的
に
参
考
と
し
た
。
ま
た
、
邦
語
の
参
考
文
献

と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

-
大
河
原
良
夫
「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
と
条
約
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
四
巻
一
号
(
一
九
九
三
年
)
一
一
一
一
一
頁
以
下

-
大
藤
(
原
岡
)
紀
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
批
准
前
の
条
約
の
合
憲
性
審
査
に
つ
い
て
川
山
」
一
橋
研
究
一
八
巻
二
号
(
一
九
九
三
年
)
七
一
頁
以

下
/
四
号
(
一
九
九
四
年
)
八
九
頁
以
下

-
小
原
清
信
「
マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
及
び
憲
法
改
正
の
問
題
と
憲
法
院
判
決
|
|
一
九
九
二
年
の
二
つ
の
憲
法
院
判
決
を
素
材
と
し
て
|
|
」

久
留
米
大
学
法
学
一
六
日
一
七
号
(
一
九
九
三
年
)
一
五
三
頁
以
下

-
ジ
エ
ラ
l
ル
・
コ
ナ
ッ
ク
(
辻
村
み
よ
子
訳
)
「
マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
と
フ
ラ
ン
ス
憲
法
(
上
)
(
下
)
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
四
五
号
(
一
九
九
四
年
)

九
三
頁
以
下
/
一

O
四
七
号
(
一
九
九
四
年
)
五
九
頁
以
下

-
建
石
真
公
子
「
憲
法
ブ
ロ
ソ
ク
と
マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
|
!
改
正
後
の
憲
法
に
対
す
る
マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
違
憲
審
査
に
関
す
る
フ
ラ
ン

ス
憲
法
院
一
九
九
二
年
九
月
二
日
判
決
に
つ
い
て
l
|
」
法
の
科
学
二
一
号
(
一
九
九
三
年
)
一
七
七
頁
以
下

-
建
石
真
公
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
市
町
村
会
選
挙
と
国
民
主
権
i
|
|
『
ク
ォ
l
タ
制
法
』
と
『
マ
l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
も
と
づ
く
外
国
人
の
選

挙
権
』
に
関
し
て
i
l
l
」
法
政
論
集
一
五
六
号
(
一
九
九
四
年
)
一
五
五
頁
以
下

-
辻
村
み
よ
子
「
憲
法
改
正
|
|
一
九
九
二
年
六
月
二
五
日
の
憲
法
的
法
律
第
九
二
|
五
五
四
号
」
〈
立
法
紹
介
〉
日
仏
法
学
一
八
号
二
九
九
三
年
)

一
五
三
頁
以
下



-
辻
村
み
よ
子
「
ミ
ッ
テ
ラ
ン
時
代
の
憲
法
構
想
l
|
フ
ラ
ン
ス
の
改
憲
動
向
を
め
ぐ
っ
て
|
l
」
日
仏
法
学
一
九
号
(
一
九
九
五
年
)
二
四
頁
以

下

・
辻
村
み
よ
子
「
国
際
化
・
地
域
化
の
な
か
の
国
家
主
権
・
国
民
主
権
|
l
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
考
察
」
法
律
時
報
六
七
巻
六
号
(
一
九
九
五
年
)
一

八
頁
以
下

「
マ
条
約
批
准
の
た
め
の
憲
法
改
正
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
一
五
号
二
九
九
三
年
)
二
七
O
頁

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人
の
選
挙
権
|
|
マ

l
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
っ
て
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二

O
巻
三
H
四
号

(
一
九
九
四
年
)
二
二
九
頁
以
下

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人
の
選
挙
権
・
補
論
l
|
憲
法
学
説
に
つ
い
て
|
|
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
一
二
巻
三
号
(
一
九
九
五
年
)

一
O
五
頁
以
下

-
時
本
義
昭

・
光
信
一
宏

-
光
信
一
宏

〔
付
記
〕
ド
ミ
ニ
ク
・
プ
レ
イ
ヤ

(
U
o
g
5
5
5
F
E
Z円
)
教
授
は
、
一
九
四
五
年
八
月
四
日
生
ま
れ
で
、
ポ
ワ
チ
エ
大
学
で
憲
法
を
担
当
し
、
現
在

法
学
部
長
を
務
め
て
い
る
。
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
招
へ
い
研
究
者
(
短
期
)
と
し
て
、
一
九
九
五
年
七
月
二
日
か
ら
二
四
日
ま
で
日
本

に
滞
在
し
、
こ
の
問
、
北
海
道
大
学
法
学
部
で
の
研
究
交
流
の
ほ
か
、
七
月
一

O
日
に
明
治
学
院
大
学
法
学
部
で
学
生
向
け
に
、
七
月
一
四

日
に
は
京
都
大
学
法
学
部
で
研
究
者
向
け
に
講
演
を
行
っ
た
。
本
稿
は
、
七
月
二

O
日
に
行
わ
れ
た
北
海
道
大
学
法
学
会
で
の
講
演
の
原
稿

を

翻

訳

し

た

も

の

で

あ

る

。

(

中

村

陸

男

)

欧州連合とフランス憲法
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L'UNION EUROP宜ENNEET LA CONSTITUTION 

ENFRANCE 

PREMIERE PARTIE : L'UNION EUROPEENNE OUBLIEE PAR LE 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

A. L'ET AT DU DROIT ANTERIEUR A 1958 ET LES 

IMPERATIFS COMMUNAUT AIRES 

(1) La Constitution de 1946 et les questions internationales. 

(2) Les imperatifs communautaires 

B. LA CONSTITUTION DE 1958 ET LES QUESTIONS 

COMMUN A UT AIRES 

(1) Les nouvelles dispositions constitutionn巴lles.

(2) L'extension du role du Conseil constitutionnel 

DEUXIEME PARTIE : L'UNION EUROPEENNE SAISIE PAR LE 

DROIT CONSTITUTIONNEL 

A. LA CONSTITUTION CONFRONTEE AU DROIT 

COMMUNNAUTAIRE. 

B. LA CONSTITUTION TRANSFORMEE P AR LE DROIT 

COMMUNAUTAIRE. 

(1) La revision Maastricht. 

(a) L'adaptation de la Constitution au traite de Maastricht 

(b) Une revision anti-europeenne 

(2) La revision Schengen 

L'Union 巴uropeenne， denomination recente visant les Communautes 

europeennes completees par les politiques et formes de coop岳rationinstaurees 

par le Traite de Maastricht， est l'etape la plus recente de la constitution 

europeenne. Celle-ci a ete presque ignoree par notre droit constitutionnel 

jusqu'en 1970. Depuis lors sa presence est un phenomene majeur de nos textes 

• Dominique BREILLA T， Doyen de la Faculte de Droit et des Sciences Sociales 

de Poitiers 

国 北法46(5・356)1488



Vol. XL VI NO.5 (1996) The Hokkaido Law Review 

constitutionnels. 

La Constitution de 1946 n'envisageait dans son preambule que deux 

dispositions relatives au droit international public permettant des limitations de 

souverainete pour 1・organisationet la defense de la paix. En outre la supをnorite

des traites sur les lois etant affirmee par l'article 26. Les grands debats 

europeens n・ontpas conduit a une revision de la Co日stitution.La Cour de 

Justice des Communautes europeennes en affirmant la primaute absolue du droit 

communautaire devait susciter des difficultes internes. En 1958， la 

preoccupation europeenne n'est la qu'indirectement‘L'article 55 est l'echo un 

peu attenue de l'article 26 de la Constitution de 1946. L'article 11 relatif au 

ref己rendumen etendant le champ des referendums aux trait岳svisait en fait les 

traites europeens. De meme l'article 54 en permettant l'intervention du Conseil 

constitutionnel avant un debat sur une loi autorisant la ratification d'un traite 

devait ouvrir quelques solutions. Mais surtout le role grandissant du Conseil 

constitutionnel， tant dans le cadre de 1・article54 qu'apres la reforme de 1974， 

devait donner une extension considerable au droit constitutionnel 

communautaire francais. 

Le Conseil constitutionnel， des 1970， a pose les principes en la matiere. Les 

avancees communautaires ne sont compatibles avec la Constitution que si bien 

sur elles ne sont pas contraires a celle.ci mais aussi si elles ne portent pas 

“atteinte aux conditions essenti巴Ilesde l'exercice de la souverainete"， celles-ci 

impliquant“le devoir pour I'Etat d'assurer le respect des institutions de la 

Republique， la continuite de la vie de la Nation et la garantie des droits et des 

libertes des citoyens". On avait pu croire en 1976 qu巴lafrontiere de conformite 

residait dans la distinction e附 eles lim山 tionsde so山 erainete(qui etaient 

possibles) et les transferts de souverain巴te(que supposaient une revision de la 

Constitution) . En fait cette analyse devait etre examinee dans le cadre plus 

etroit de la question qui etait soulevee alors : l'election du Parlement europeen 

au suffrage universel direct. 

C'est a la suite de la dεcision du 9 avril 1992 que le Conseil constitionnel a 

juge non conforme des dispositions du Traite de Maastricht a notre Constitution 

obligeant a une revision. Celle-ci， notamment par ¥'adjonction des articles 88-1 a 
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88-3 a permis de surmo日terl'obstacle provoque par l'union economique et 

monetaire， les visas et le vote des ressortissants communautaires aux elections 

municipales. La revision etait marquee par un esprit quelque peu anti-europeen. 

Le Conseil constitutionnel ayant， le 13 ao白t1993， annule une loi mettant en 

oeuvre les accords de Schengen， il a fallu， pour vaincre cette difficulte， a 

nouveau reviser la Constitution. Cela fut fait avec l'adjonction d'un article 53-1 

permettant un巴 limitationdu droit d'asile. Ces revisions au coup par coup ne 

sont pas satisfaisantes et on attend une revision plus coherente permettant de 

resoudre plus rationnellement les problemes poses par I'Union europeenne. 
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